
はじめに

　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック（以下，
「２０２０東京オリパラ」）の開催を控えて，巷にはスポ
ーツに関する言説が溢れ，祝祭の多幸感が漂いはじ
めている。
　そうした中で，本年（２０１７年）３月，文部科学省
（スポーツ庁）は「大学スポーツの振興に関する検
討会議最終とりまとめ～大学スポーツの価値の向上
に向けて～」（以下，「とりまとめ」）を発表し１），今
後の大学スポーツの在り方に関する具体的な課題を
公表した。「とりまとめ」は〈１〉から〈４〉に構成さ
れており，なかでも〈３〉大学横断的かつ競技横断的
統括組織（日本版NCAA）の在り方については相対
的に多くのスペースが割かれ説明されていることか

ら，「とりまとめ」の中心的な位置をしめている。
　今次発表までに５回（初回会議は２０１６年４月２８
日）の検討会が設けられたが，同会を主催する「大
学スポーツの振興に関する検討会議」は，文部科学
大臣（座長），スポーツ庁長官，次長，文科省高等教
育局長，同科学技術・学術政策局長といった大学政
策を担当する各局長，さらに全国大学体育連合会長，
熊本県知事，東大総長ら１０名のメンバーによって構
成されている。また，検討会議の下には「大学スポ
ーツの振興に関する検討会議タスクフォース」が設
けられ，このタスクフォースが上記〈３〉に関して６
回（初回は２０１６年１１月８日）の検討会を行っている。
　日本版NCAAに描かれている構想の中には，現況
の大学スポーツが歴史的に抱え込んできた未解決課
題も含まれており，それらに対して文科省がなにほ
どかの対策を講じること自体，とりたてて違和感を
覚えることはない。しかし，アメリカNCAA２）の約
１０００億円（２０１５年）収入額の例示が象徴するように，
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日本版NCAAが目指すべき政策目標の基調が大学
スポーツの資金調達力の向上，さらに大学スポーツ
市場の形成にあることも明らかである。「とりまと
め」に記された以下の文章は，この点を雄弁に物語
っている。
　「大学の運動部活動が潜在的に持つ『観る』スポ
ーツとしての価値を高め，そこで得た収益を大学の
教育，研究，施設，指導等に還元し，競技力の向上
や競技スポーツ全体の価値はもとより，大学の名声
をたかめる起爆剤となるような好循環を形成する。
ひいては大学スポーツ市場の健全な発展を図り，我
が国全体の雇用の創出，経済成長につなげる」
　大学スポーツに期待された「とりまとめ」の底流
にある政策基調を理解したうえで，しかし個別政策
をみれば，それと論理的に対立・矛盾しかねない国
民のスポーツ権ともシンクロする課題も盛り込まれ
ており，内容全体の評価には複眼的思考が要請され
る。実のところ大学スポーツを含むスポーツ振興は
文科省・スポーツ庁のみが重視してきたわけではな
い。政府，経産省，厚労省，国土交通省もスポーツ
あるいは隣接する諸政策を公表しており，また，ス
ポーツの成長産業化に際しては財界の要望もなにほ
どか溶け込んでいよう３）。さらに政党では，たとえ
ば自民党（政権），民主党政権（当時），共産党が今
世紀に限ってみても重要政策の一つとしてスポーツ
政策を提起してきた。これらはしばしば指摘される
縦割り行政的側面を孕みつつも，国の基本政策を定
立する中で顕在化したスポーツ政策をめぐる相補的
あるいは対抗的図柄を示すものである。
　文科省はなぜこの時期に大学スポーツ振興に関す
る提言を発表したのだろうか。この問いに応答する
ためには，今世紀に入り社会の様々な領域で影響を
強めている新自由主義構造改革を念頭に，大学スポ
ーツを含むスポーツ全般に関する諸政策の分析が欠
かせない。なぜならば，スポーツは国家戦略に位置
づけられ政府の総合政策に組み込まれているからで
ある。したがって，大学スポーツに関しても諸政策
の網の目の中で再帰的に検討せざるをえず，それゆ

え考察の焦点も交錯，重複あるいは拡散することが
予測される。少考とした所以である。
　多幸感に包まれた時代精神の深部にある切実な問
題を開示して，スポーツ政策の座標に補助線を引き
ながら，今後の大学スポーツの在り方を素描的に展
望してみたい。

Ⅰ．「とりまとめ」の概要─内容と性格

１．大学スポーツに期待する基本的な考え方
　ところで文科省（スポーツ庁）は，スポーツ基本
法（２０１１年６月公布）第３０条に基づいて，「とりまと
め」の基調ともいいうる「第２期スポーツ基本計
画」４）を２０１７年３月に発表している。そこでは大学
スポーツ（教育課程としての体育，学問体系として
のスポーツ科学，課外活動〔部活動，サークル活動，
ボランティア〕）の振興の施策目標を「我が国の大
学が持つスポーツ資源を人材輩出，経済活性化，地
域貢献等に十分活用するとともに，大学スポーツ振
興に向けた国内体制の構築を目指す」と規定した。
　「とりまとめ」の〈１〉「大学スポーツの振興に向け
た基本的考え方（方針）について」では，大学スポ
ーツ振興の理由として，大学が有するスポーツ資源
の現状ならびにポテンシャルへの期待が込められる。
すなわち，①スポーツ施設開放による地域住民の健
康・福祉，地域社会の活性化，②スポーツの国際交
流と国際貢献，③スポーツに関する学内資源＝知的
資源やアスリート・指導者等の人材の最適化等が挙
げられ，これらは上記施策目標に呼応したものであ
る。とりわけ，③は社会全般がステークホルダーで
あるという理解のもと，スポーツを通じた社会の活
性化，社会を支えるスポーツの公共的性格が重視さ
れ，こうした大学スポーツ振興を促進していくため
の環として，日本版NCAAを２０１８年度中に創設する
という構想である。
　ちなみに，このような社会におけるスポーツの公
共的性格づけは自公政権下で開始されたものではな
く，すでに民主党政権（２００９年９月～２０１２年１２月）
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において「新しい公共性」を具体化する対象として，
競技力の高度化（トップアスリートの育成）以上に
強調されていた。すなわち，スポーツをソーシャル
キャピタル（社会関係資本）の形成に貢献するもの
として捉え，行政による無償の公共サービスから脱
却し，地域住民の主体性と共同性を土台にした
NPO型のコミュニティースポーツクラブを育む政
策である５）。人びとの支え合いと自発的協働の場と
しての「新しい公共性」は，その麗しい響きとは裏
腹に，受益者負担や自助努力をともなうものであり，
新自由主義構造改革で強要される自己責任と地続き
である点に注目する必要がある。

２．目標達成に向けた個別課題
　先の基本計画では，大学スポーツ振興の具体的施
策として，ア大学スポーツ振興の機運の醸成，教職
員，学生及び卒業生等の理解を醸成，大学の規模・
ミッションに応じて大学における体育活動やスポー
ツに係る研究の充実，イ大学スポーツ振興のための
体制整備（大学スポーツ・アドミニストレーターの
配置），ウ学生アスリートのキャリア形成支援・学
修支援，地域貢献，スポーツ教育・研究の推進，ス
ポーツボランティアの育成，大学スポーツ振興のた
めの資金調達力の向上への支援，エ日本版NCAA設
置の支援を挙げているが，これらは「とりまとめ」
〈２〉「個別テーマの目標・達成に向けた取組につい
て」で記された以下の個別目標と照応している。
　①大学トップ層の理解の醸成，②スポーツマネジ
メント人材育成・部局の設置，③大学スポーツ振興
のための資金調達の向上，④スポーツ教育・研究の
充実や小学校・中学校・高等学校への学生派遣，⑤
学生アスリートのデュアルキャリア支援，⑥スポー
ツボランティアの育成，⑦大学のスポーツ資源を活
用した地域貢献・地域活性化
　上記７点は大学スポーツのみならず現況の学校体
育・スポーツ全体が抱えている課題を反映したもの
である。たとえば，②は大学スポーツ，とりわけ大
学自治の範疇という原則において見過ごされてきた

課外活動・体育会ガバナンスの問題点を前景化し，
かつ改善する意義がある。その際，大学リサーチ・
アドミニストレーターのコロラリーで期待される大
学スポーツ・アドミニストレーターの配置は，スポ
ーツを通じた教育，研究，社会連携活動に関する専
門性を前提としている。ちなみに，④の初等中等教
育現場あるいは地域の保育所，認定こども園等との
連携，⑦における障害者スポーツを含む福祉国家的
なスポーツ行政との連携に際して，同アドミニスト
レーターの専門性が発揮されることは大学スポーツ
の発展にとっても望ましいことである。
　もっとも，個別目標において同アドミニストレー
ターに期待されている力点が③であることも指摘し
ておかねばならない。たとえば「政府は大学経営層
への積極的な情報提供等の支援を行う必要があるほ
か，大学においても，ソフトとハード両方の学内資
源を管理・運営し，その収益を教育研究や社会貢献
に循環させるシステムを構築する必要がある。この
点においても，大学スポーツ・アドミニストレータ
ーが果たす役割があると考える」と明確に語られて
いる。要するに，目指されているのはスポーツ経営
面における収益の向上であり，大学のスポーツ施設
の「開放」にしても，民間資金を介した収益を生む
有効活用が目指されており，そうした大学スポーツ
を通じた資金調達力の向上があってこそ上記の個別
課題の解決が可能となるのであり，大学スポーツ・
アドミニストレーターに求められる資質の中軸がス
ポーツブランドの統一，グッズ販売，広報戦略の立
案といったスポーツ・マーケティングに関する知識
にあることは疑いない。

３．日本版NCAAの在り方をめぐって
　日本版NCAA構想は民間団体として各大学の自
主加盟を原則としており，「大学スポーツ全体を統
括し，その発展を戦略的に推進していく組織」とし
て期待されている。機関の役割も多岐にわたってい
るが，大きく２つの性格に分類できるだろう。
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①学生の学修支援等に関する統括
　第１は，大学そして学連等の関係組織が協調・連
携するためのプラットフォーム（大学スポーツ全体
の統括）としての役割である。そこでは，学生アス
リートの学業環境の充実，すなわち学業とスポーツ
の両立，指導者，施設，プログラム等，学生アスリ
ートを取り巻く環境の充実が期待されている。以下
は高等教育機関である大学が果たすべき学生の学び
と成長を促す機能である。
　ア統一的な学業成績要件の設定，学修支援の充実，
デュアルキャリア支援の充実，スポーツ倫理・反ド
ーピング等の涵養をはじめとしたインテグリティ教
育の提供といった学生アスリートの育成，イスポー
ツ活動費の支援，練習時間に係る統一的ルールの設
定，大学スポーツのスケジュール（公式戦日程）管
理，競技会の主催，共催，サポート，保険制度の担
保と充実，安全管理・医学サポートといった学生ス
ポーツ環境の充実，ウボランティア活動・地域貢献
活動の統括，障害者スポーツに係る研究・技術開発，
国際機関等との連携等。
　こうした支援策は，大学スポーツが抱えている諸
課題を克服していく上で重要である。なぜならば，
学生アスリートの勉学不信と低学力，それに対する
学修支援の脆弱化，カリキュラムの不在，勝利至上
主義，暴力・セクハラ・パワハラ，学年歴と公式戦
とのブッキング，大学スポーツマネジメント・ガバ
ナンス機能・人格形成機能の脆弱性，学費配分のあ
りかた（スポーツ奨学金）等は，大学におけるスポ
ーツ強化，ひいてはレゾンデートルを揺さぶる要因
となっているからである。
　日本版NCAAの創設を通じて，伝統大学やスポー
ツの強豪大学のヘゲモニーを斥け，大学スポーツ全
体の平等的ガバナンスが確立するのであれば，その
点は喜ばしい６）。そもそも，大学スポーツ・学生ア
スリートを大学の知名度をたかめるだけの手段とし
て利用することは大学の存在価値を自ら否定するも
のであり，日本版NCAAがこうした点に鋭く踏み込
み，悪弊の是正にとりくむセクターとして機能する

のであれば，大学人のみならず社会から積極的な支
持を得ることができるだろう。
②資金調達をめぐる戦略的統括
　日本版NCAAにはしかし，第２に大学スポーツを
通じた資金調達への期待が込められている。たとえ
ば，大学スポーツの市場化の健全な発展，雇用の創
出，経済発展との接合，大学スポーツ全体のブラン
ディング，大学スポーツ全体のプロモーション，大
学スポーツ市場創出に係る企業との調整，放映権，
肖像権等の管理と調整，ガバナンスの強化，会計ル
ール等のガイドラインの整備，会計制度，法的論点
等の課題整理，登録者・観戦者等の情報のデータベ
ース化と適切な活用等である。すなわち，組織運営
における安定した収入源を民間資金による運営を基
本とし，多様な財源（チケット収入，放映権，物販，
広告，会費徴収等）により計画を実行へ移すのであ
る。
　後に詳しく紹介するように，GDP ６００兆円の枠組
みでスポーツ関連市場（５兆５千億円：２０１２年）の
拡大（１５兆円：２０２５年）を目指す政府方針にあって，
大学スポーツにはプロスポーツ市場の３割程度の市
場を創出できる可能性があるとみなされている７）。
日本版NCAAが大学スポーツの閉鎖性を打破する，
財界における日本経団連のような統括的な役割（大
学スポーツ施設の有効活用＝有料化，プロチームへ
の貸与８），大学スポーツの市場化の潜在力，大学運
動部員２０万人のデータベース・ID化への期待，イ
ンターネットサービスを活用した競技管理，学生ス
ポーツマンの肖像権の確保，権利運用の代行執行権
等）を担い，その結果，大学スポーツの資金調達力
を高め，学費によらない自主財源を確保できること
が期待されるのである９）。
　以上，「とりまとめ」の内容と性格について概観
してきたが，大学スポーツが直面する諸課題を解決
する統括的担い手として日本版NCAAの役割が重
視されている。大学スポーツゆえの，大学のスポー
ツ振興とともに障害者スポーツの促進，地域の活性
化といった大学と市民社会を架橋するような提案も
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なされているが，政策の基調が大学スポーツの産業
化・市場化にあることは明らかである。こうした複
層性と基底性が意味することは何か。この問いに答
えるためには，「とりまとめ」と関連する文科省・
スポーツ庁の政策とともに，新自由主義構造改革下
の政策動向にまで立ち戻る必要がある。次節におい
て，その点を概観しておこう。

Ⅱ．関連諸政策の動向とスポーツ環境の実情

１．スポーツ基本法の制定とスポーツ庁の設置
（１）スポーツ基本法の制定─国民のスポーツ権への

期待
　「とりまとめ」の冒頭の「公共的役割を担う存在
としての大学スポーツの可能性」は，次のような文
章から始まっている。「平成２３年に制定されたスポ
ーツ基本法では，スポーツは，青少年の健全育成や，
地域社会の再生，心身の健康の保持増進，社会・経
済の活力の創造，我が国の国際的地位の向上など，
国民生活において多面にわたる役割を果たすものと
されている」。「とりまとめ」がスポーツ基本法を政
策の法的根拠としている点は，大学スポーツの発展
を構想するうえでも見識といえよう。
　スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号，２０１１年６
月）１０）は，東京オリンピック（１９６４年）を前に制定
された「スポーツ振興法の全部を改正する」と謳わ
れているように，スポーツ振興法（１９６１年制定）の
法的制約性ならびにプロスポーツを含むスポーツ全
般の実情との乖離を克服する法律として制定された。
スポーツ基本法は議員立法にして両院での全会一致
によって可決成立していることからも分かるように，
国民のスポーツ権を重視する政党や世論の声も反映
している。
　たとえば，しばしば引用される「スポーツは，世
界共通の人類の文化である」。あるいは「スポーツ
を通じて幸福で豊かな生活を営むことは，全ての
人々の権利である」という前文，さらに第２条（基
本理念）１項の「スポーツは，これを通じて幸福で

豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑
み，国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場
所において，自主的かつ自律的にその適正及び健康
に応じて行うことができるようにすることを旨とし，
推進されなければならない」という条文は，たとえ
ば欧州議会の「ヨーロッパ・スポーツ・フォア・オ
ール宣言」（１９７５年），ユネスコ「体育およびスポー
ツに関する国際憲章」（１９７８年）に連なる精神を含
んでいるといってよい。この点は大いに強調されて
しかるべきである。
　スポーツ基本法では，「文部科学大臣は，スポー
ツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め，スポーツの推進に関する基本計画を定めなくて
はならない」（第９条），また「政府は，スポーツに
関する施策の総合的，一体的かつ効果的な推進を図
るため，スポーツ振興審議会を設け，文部科学省及
び厚生労働省，経済産業省，国土交通省その他の関
係行政機関相互の連絡調整を行うものとする」（第
３０条）と謳われているものの，スポーツ権の内実
（権利内容）が具体的に規定されていない。理念法
に基づく個別法（たとえば，「競技者保護法」，「スポ
ーツ施設法」，「スポーツ団体法」，「競技者雇用促進
法」等）が成立どころか検討すらされていない。こ
の点は，濱野吉生がつとに強調してきたスポーツ振
興法と同様の制約（条文における「努めなければな
らない」とする訓示的規定や「予算の範囲におい
て」という制約）が残存しているようにみえる１１）。
　しかし，前文そして条文の中に明記された国民の
スポーツ権は，自由権のみならず社会権を含むスポ
ーツの権利的性格，したがってあるべき政策展開を
主張する際の重要な法的根拠となりうるものであ
る１２）。

（２）スポーツ庁の設置と性格
　「とりまとめ」には，スポーツ基本法に触れた冒
頭文の後段で「政府としてスポーツ政策を総合的に
推進し，スポーツを通じて社会を発展させていくた
め」にスポーツ庁が設置されたと記されている。文
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科省の外局で大学スポーツ振興，日本版NCAAの政
策主体であるスポーツ庁が，「とりまとめ」で触れ
られることは当然といえよう。
　スポーツ庁は「文部科学省設置法を一部改正する
法律」に関する衆議院，参議院での可決（ともに全
会一致）を経て２０１５年１０月１日に設置された。従前
の文科省スポーツ・青少年局（３課１参事官，７６
人）を廃止し，５課（政策課，健康スポーツ課，競
技スポーツ課，国際課，オリンピック・パラリンピ
ック課），２参事官（地域振興担当，民間スポーツ担
当），他省庁からの出向含め１２１名の体制による発足
である。
　スポーツ行政に特化した機関の創設に関しては，
古くは東京オリンピック開催（１９６４年）にともなう
体育行政とスポーツ行政の差異認識の深まりの中で，
また臨時教育審議会の答申（１９８７年）にも散見され
る。しかし，設置の実現に踏み込んだものとしては，
第１次安倍内閣「教育再生会議」合同分科会（２００６
年）での有識者によるスポーツ省（庁）設置提案，
自民党主導の私的諮問機関「スポーツ振興に関する
懇談会」の報告書「『スポーツ立国』ニッポン～国家
戦略としてのトップスポーツ～」（２００７年），さらに
自民党政務調査会「スポーツ立国調査会」の「『スポ
ーツ立国』ニッポンを目指して～国家戦略としての
スポーツ～」（２００８年６月）が，スポーツ振興の推進
体制整備の観点から新スポーツ法の制定とスポーツ
省（庁）の設置を明記している。スポーツ基本法の
前文にも書き込まれている「スポーツ立国」という
言葉のルーツが分かるとともに１３），２１世紀に入り
新自由主義構造改革が昂進する中でスポーツが国家
戦略として位置づけられてきた経過を読み取ること
できる１４）。
　さて，スポーツ行政の縦割り的弊害を廃すべく設
置されたスポーツ庁であるが，省庁権限のヘゲモニ
ーにおける脆弱性は否めない。たとえば，スポーツ
庁は省外局であるがゆえに，法律や政令案の提出及
び財務大臣に対する直接の予算請求権はない。また，
スポーツ行政の司令塔的役割が期待されているにも

かかわらず，国土交通省（余暇・観光・ツーリズム
等），厚生労働省（障害者スポーツ等），外務省（ス
ポーツ外交等），総務省（地方自治行政等）との調整
は行政力学的にみて困難が予測される１５）。ちなみ
にスポーツ庁の設置に先立ち，国土交通省「社会資
本整備総合交付金」制度，厚生労働省の障害者スポ
ーツ振興事業，全国障害者スポーツ大会に係る経費
（厚生労働大臣が定める）といった既得権が確保さ
れている。加えて，前述したようにスポーツ庁その
ものが他省からの出向（人材派遣）によって成り立
っている事実を踏まえるならば，省庁の力関係は歴
然としている１６）。
　スポーツ庁が抱え込まざるを得ない限界性を認め
ながらも，大学スポーツの在り方をめぐるオペレー
ションがスポーツ庁に委ねられていることは明らか
である。「２０２０東京オリパラ」を経験するなかで，
大学スポーツを含むスポーツ全般を司る政府機関と
しての力量が問われることになるだろう。

（３）第２期スポーツ振興基本計画の内容
　文科省・スポーツ庁は２０１７年３月，第２期スポー
ツ基本計画（以下，「基本計画」；２０１７年４月～２０２２
年３月）を公表した。「基本計画」では，スポーツを
「する」「みる」「ささえる」位相で捉え，国民，スポ
ーツ団体，民間事業者，地方公共団体そして国が一
体となりスポーツ立国実現が目指され，国民がスポ
ーツを通じて「人生が変る！」「社会を変える！」
「世界とつながる！」「未来を創る！」という４つの
指針のもとに，数多の具体的施策（数値目標）が列
挙されている。ちなみに「大学スポーツ振興」に関
しては，第３章１節２項の中で簡単に触れられてい
るが，より詳細な施策は「とりまとめ」に委ねられ
ている。
　「基本計画」はスポーツ基本法の規定を受けて策
定されており，「スポーツを通じて幸福で豊かな生
活を営むことは，全ての人々の権利」だという点を，
スポーツ立国実現の土台にすえていることは重要で
ある。具体的政策が記されているのは第３章（今後
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５年間に総合的かつ計画的に取り組む施策）で，①
スポーツ参画人口の拡大と人材育成・場の充実，②
スポーツを通じた強い社会の実現，③国際競技力の
向上，④スポーツ価値の向上が目指されている。成
人週１回のスポーツ実施率を４２.５％から６０％に向上
させるといった数値目標の提起，健常者と比べて障
害者の実施率の低さの是正（障害者１９.２％），学校ク
ラブ顧問制度の在り方の是正，スポーツに関する専
門的知識を有した人材育成とキャリア形成支援，総
合型スポーツクラブに対する支援，国際交流・多様
性を尊重する社会の実現，フェアプレー・反ドーピ
ング・コンプライアンスを踏まえたスポーツ価値の
尊重等が挙げられている。これらはその限りで重要
な課題なのだが，大学スポーツの産業化・市場化を
基調とする「とりまとめ」との関係が検討されなく
てはならない。
　たとえばスポーツ実施率向上の基盤となるべき
「スポーツ施設（スポーツに楽しむ場）の確保」に関
しては，「ストックの適正化」，「スポーツ環境の持
続的な確保」，「スポーツ施設に関する計画の策定」
が必要とされ，具体的施策として地方公共団体が行
う施設計画の策定，学校体育施設の社会体育施設へ
の転用，既存施設の有効活用が列挙されるものの，
公共スポーツ施設の新設・拡充は語られない。それ
とは逆に地方公共団体等による「効果的・効率的」
な施設整備，国による先進事例（IT活用等）の情報
提供や技術支援等を踏まえたスポーツ施設の新改築，
運営方法の見直し，コンセッションをはじめとした
「PPP/PFI等の民間活力の活用１７）」が明記され，公
共スポーツ施設の「柔軟な管理運営」や施設の魅力
や「収益力の向上」による持続的なスポーツ環境の
確保が方向づけられている。これらは後述のスポー
ツ庁・経済産業省のスポーツによる成長産業化政策
と同じ基調であり，スポーツ施設整備の核心はここ
にあると解釈するのが妥当であろう。
　ところで，「基本計画」には様々な数値目標が記
されているが，具体的施策の前提となる施策目標の
中にまで数値が書き込まれている箇所は限られてい

る。その点からすると，「スポーツを通じた経済・
地域の活性化」の箇所は際立っている。すなわち，
スポーツの成長産業化の市場規模を２０２０年までに１０
兆円，２０２５年までに１５兆円へ拡大（現状５.５兆円）す
ること，また，スポーツを通じた地域活性と関連し，
スポーツツーリズムによるまちづくり，地域活性化
の文脈で訪日外国人旅行者数が２５０万人程度（１５年
現在約１３８万人），スポーツツーリズム関連消費額を
３８００億円（１５年現在２０２４億円），地域スポーツコミ
ッションの設置数を１７０（１７年１月現在５６）へ拡大
することが目指されている。スポーツの成長産業化
に向けた政策基調が，この点にもあらわれている。
　そこで次節では，「とりまとめ」や「基本計画」と
歩調を合わせていると思われる関連政策の特徴を検
討しておこう。

２．新自由主義構造改革における成長産業化とスポ
ーツ

（１）「プロフィットセンター」としてのスポーツ
　「とりまとめ」で強調された大学スポーツによる
資金調達機能の向上，すなわち「大学スポーツ市場
の健全な発展を図り，我が国全体の雇用の創出，経
済成長につなげる」という目標は，スポーツ庁の焦
眉の課題として位置づけられている。初代スポーツ
庁長官に任命された鈴木大地長官は，「新たなスポ
ーツ行政について」と題する報告（２０１６年１２月）の
中で，スポーツ庁が目指す姿として「スポーツによ
る経済活性化」を挙げ，「スポーツで稼いだ収益を
スポーツへ再投資することを促し，スポーツ界が自
律的に成長を遂げるための資金循環システムを実現
する」，スポーツを「負担（コストセンター）から収
益（プロフィットセンター）へ」移行させ，「スポー
ツ産業の潜在成長力を顕在化させ，我が国の基幹産
業へ」と成熟させる，具体的にはスポーツ市場規模
を５.５兆円（２０１５年）から１５兆円（２０２５年）へ拡大し，
スポーツ実施率を４０.４％（２０１５年）から６５％（２０２１
年）へ向上させると提起した１８）。
　ところで，長官報告と同じ６月に政府の「日本再
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興戦略２０１６─これまでの成果と今後の取組」が内閣
官房より公表されたが，これは安倍内閣の経済政策
（アベノミクス）の第２ステージを具体化したもの
であり，GDP ６００兆円に向けた「官民戦略プロジェ
クト１０」が提示され，プロジェクトの一つに「スポ
ーツの成長産業化」が挙げられている１９）。２０２５年
のスポーツ市場規模を１５兆円と見込み，「２０２０東京
オリパラ」以降もスポーツ産業を活性化させ，基幹
産業とするという目標である。その際，スポーツの
成長産業化を，①スタジアム・アリーナ改革，②ス
ポーツコンテンツホルダーの経営力強化，新ビジネ
ス創出の促進，③スポーツ分野の産業競争力強化と
IT・健康・観光・ファッション等の融合・拡大の３
つの位相に分けている。
　この点に関して敷衍すれば，①に関しては，魅力
的で収益性の高い施設となるよう，施設の立地・ア
クセス，規模，付帯施設，サービス等，整備・運用
に関するガイドラインの策定が目指されており，そ
こでは公共施設・商業施設等の複合的機能を兼ね備
えた施設（いわゆる「スマート・べニュー」）の設
置・整備への支援措置の具体化が提起されている。
要するに不採算な公共スポーツ施設を閉鎖ないし統
廃合する施策であり，このことが地域（スポーツ）
の活性化に繋がるのかどうか疑問視される。②に関
しては，スポーツ関連団体の経営力，ガバナンスの
強化に向けた経営人材育成やスポーツ資源を有する
大学等の活用が明示されているところから，日本版
NCAAの在り方が，この文脈で価値づけられること
が予測される。
　ところで，スポーツ庁は経済産業省と連名で，上
記長官報告の土台を成す「スポーツ未来開拓会議」
（２０１６年２月設置）の「中間報告」を，日本再興戦略
と同じ６月に発表した２０）。そこでは「全ての国民
のライフスタイルを豊かにするスポーツ産業」とい
う基本的な考え方を踏まえ，「スポーツに対する既
成概念を壊し，これまでの公的資金中心の負担の対
象（コストセンター）から官民協働による収益を生
みだす対象（プロフィットセンター）への転換」が

目指され，スポーツの基幹産業化に向け，日本再興
戦略と同様の３つの具体的課題が提示されてい
る２１）。

①スタジアム・アリーナ改革─公共スポーツ施設の
効果的・効率的運営
　ここでは，公共のスポーツ施設にみられる高付加
価値の無さを根拠に多機能型施設への転換が目指さ
れ，収益を最大化・多元化しうるスポーツ施設経営
のノウハウをいかした収益モデルの創出が求められ
ている。また民間資金の活用・公民連携の促進とし
てPPP/PFIの活用も奨励されている。ここで注目
されるのは効率的かつ効果的なスポーツ施設整備で
あり，これからのアリーナ（施設）の建設・運営に
おいては官民連携による経営的視点にも基づく取組
が求められ，それが新しいスポーツの価値を見出す
経営手法となる。この転換はしかし，公共施設をめ
ぐる公共による管理から民営事業者による経営への
転換を意味している。
　前述したように，公共スポーツ施設の在り方を大
きく変える方針が，果たして地域住民のスポーツ実
践に資するものであるかどうか，したがって大学ス
ポーツに期待されていた地域連携に悪影響を及ぼさ
ないかどうか慎重に検討すべきである。

②スポーツコンテンツホルダーの経営力強化・新ビ
ジネスの創出
　この点に関しては，高校・大学あるいは障害者ス
ポーツ資源の活用が目指されており，大学スポーツ
に関してはNCAAの事例を前提に収益性を高める
統括組織モデルの検討が要請されている。「とりま
とめ」が，この点を受けていることはいうまでもな
い。障害者スポーツにおいても，すべての人に保障
されるべきスポーツの社会権の文脈ではなく「自ら
稼ぐという意識を持ち，競技団体の事業のビジネス
化，経営人材の育成のほか，見て面白いスポーツと
なるよう競技ルールの変更等も含めて工夫を凝らす
等，ビジネスとしての発想を積極的に導入すること
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により，競技の価値を高め，一つの確立したスポー
ツ産業として活性化できる余地は十分にある」と断
じている。障害を持つ人がスポーツに参画する事例
は多く存在し，たとえば中間報告でも「視覚障害者
ブラインドサッカー」の事例等を紹介し，ビジネス
モデルとなりうる可能性を示唆している。障害者ス
ポーツの新たな地平を切り開くブラインドサッカー
協会等の努力を多とするものの，中間報告が不動の
定点にすえているスポーツの産業化（収益モデルと
してのスポーツ）に，果たして障害をもつ人がアク
セスできるのかどうか，疑問が拭えない２２）。
　中間報告では人材育成の提言もなされ，その際，
マーケティング活動，組織ガバナンス，スタジアム
の運営・興業等に関する国際的視野に富む人材，ス
ポーツを総合的にマネジメントする経営人材不足か
ら，経営的観点からのスポーツビジネスをマネジメ
ントする人材の育成が強調されている２３）。と同時
に，アスリートのデュアルキャリア支援に関して，
競技団体と企業とのマッチングを意図した「アスナ
ビ」の取組等の紹介とともにアスリートのキャリア
形成とコンプライアンス，スポーツインテグリティ
教育（不正薬物，ドーピング問題，八百長・賭博等）
の連携も触れられており，ここに知的資源の厚い大
学スポーツが発揮しうる領域が存在しているだろう。
加えて，アスリートサポートシステムの中には学生
アスリートに対する学修支援も含まれており，これ
は「とりまとめ」の論点そのものである。中間報告
の基調はスポーツの産業化の促進にあることは明ら
かだが，産業化の昂進により生じかねないリスクに
対する配慮もせざるをえなかったのだろう。

③スポーツ分野の産業競争力強化とIT・健康・観
光・ファッション等の融合・拡大
　この点に関しては，観光・旅行とスポーツの融合
（スポーツツーリズム），食とスポーツの融合，ファ
ッションとスポーツの融合，IT・IoT・AI・ビッグ
データ・ロボティクスといった最新テクノロジーと
スポーツの融合等が構想されており，これらは今後

のスポーツ・レジャー・健康産業の裾野拡大を進め
るという。この点に関して，みずほ銀行産業調査部
では，スポーツ産業活性の環として，スポーツ主体
にメガトレンド（①グローバル市場の変化，②テク
ノロジーの進歩，③高齢化・少子化：社会保障対策
としての健康寿命延伸，④高齢化・少子化：地域課
題解決に向けたコンパクトシティー化）をかけ合わ
せていく視点を提起し，その解として〈a〉スポーツ
ツーリズム，〈b〉スポーツ・メディア，新たなスポ
ーツの創出，〈c〉ヘルスケア，〈d〉スタジアム・アリ
ーナ，スマート・べニューを挙げている。
　大学（スポーツ）への期待との関連では，たとえ
ばヘルスケア産業育成を通じた健康寿命延伸効果を
挙げることができる。大学の知識基盤を活用した健
康スポーツ及び高齢者福祉を含む社会保障制度に関
する知見を動員し，健康無関心層の行動を変動させ，
スポーツの裾野人口の拡大する中で社会保障費を抑
制させるとともに，規制緩和と産業振興支援を通じ
て成長産業（ヘルスケア産業）を育成するという，
一石二鳥の効果である。たとえば「健幸ポイント」
（運動し，ポイントを貯めて，消費する）の導入は，
公的保険外の予防関連産業の市場規模拡大の契機と
なることが期待されている２４）。
　このような産業化構想は健康・スポーツに対する
多様なニーズ（サービス選択の「自由」）を理由とし
た応益負担を促進させるものであり，最低限保障を
謳う憲法２５条との整合性は対象外となる。前述した
障害者スポーツの産業化と現実との乖離問題とも関
連するが，ここで描かれる施策がすべての人に向け
られたスポーツ人口の裾野の拡大に寄与するのかど
うか，産業化・商品化の拡大によってスポーツ参加
の格差と貧困をもたらさないか，大学スポーツに関
する学知への期待がある以上，真摯に検討すべきで
あろう２５）。

（２）関連産業との相乗効果─成長戦略における観
光・レジャー・スポーツの活用

　先の政府の日本再興戦略２０１６には，スポーツ立国
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の他にも健康立国，観光立国という用語が登場し，
これらはすべて成長戦略における「官民戦略プロジ
ェクト１０」に位置づけられている。ちなみに「世界
最先端の健康立国」では２６兆円（２０２０年），「観光立
国の実現」では１５兆円（２０３０年）の市場創出が目標
とされている２６）。ここではIR（総合型リゾート）
構想を含めた観光政策を軸に検討を加えたい。とい
うのも，国家戦略としてのスポーツの位置づけから
すれば当然だが，「とりまとめ」においても地域と
の交流，まちおこし，スポーツツーリズムの推進等
が大学スポーツとの関連で語られているからである。

①観光立国への期待
　政府は「基本計画」「とりまとめ」と同じ２０１７年３
月，「観光立国推進基本計画」を閣議決定している。
当計画は観光立国推進基本法（平成１８年法律第１１７
号）第１０条第４項の規定に基づき国会に提出された。
そこでは，基本方針として国民経済の発展，国際相
互理解の推進，国民生活の安定向上，災害，事故等
のリスクへの備えの４点が挙げられ，それらは国民
経済の発展（すなわち観光立国に相応しい観光産業
の促進）へ収斂されるという構成になっている。
「世界が訪れたくなる日本」へと国際競争力を高め，
観光産業を我が国の基幹産業へと発展させるために，
規制緩和と民間活力を最大限活用して安定的・継続
的な観光まちづくりを推進するというものである。
これらは，スポーツ通じたまちづくり，スマート・
ベニュー等を構想する「基本計画」や「とりまとめ」
と同じ路線上にある。また大型開発，交通インフラ
整備すなわち高速鉄道ネットワーク＝リニア中央新
幹線・整備新幹線の整備（３兆円），羽田空港の国
際線発着枠拡大，成田空港第３滑走路整備，クルー
ズ船用港湾岸壁整備等が構想され，国立公園内にお
ける「上質な宿泊・滞在施設の誘致」も可能となる
よう規制緩和も奨励されている２７）。ちなみに，後
述する「２０２０東京オリパラ」の開催をめぐっては，
新国立競技場をはじめとする種々の競技場，選手村
の建設といった点に耳目が集まりがちだが，むしろ

通常では簡単ではない首都圏等の交通・インフラ開
発がメガイベントの開催を通じて規制緩和の下に進
められている点に注視する必要があろう。観光立国
はこれらを扶翼するものである。
　観光立国に向けての制度設計はスポーツ基本法制
定とスポーツ庁創設を先取りしており，観光立国推
進基本法の制定（議員立法， ２００６年）を受け，福田
内閣において観光庁が国土交通省の外局として発足
した（２００８年）。民主党政権下における内需重視，
観光可能な条件整備として休暇分散化，休日取得促
進を経て，第２次安倍内閣のアベノミクス成長戦略
（「日本再興戦略（２０１４年）」）の中で外国人観光客の
数値目標化がなされた（２０３０年：３０００万人）。今次
計画はこの目標を上方修正（２０１６年約２４００万，２０２０
年４０００万，２０３０年６０００万；２０２０年の訪日外国人旅行
消費額８兆円〔２０１５年約３.５兆円〕）したのである。
ちなみに，今国会（２０１７年６月）で可決成立した
「在宅宿泊事業法」（いわゆる民泊新法）は，住宅専
用地でのホテル営業を可能とするもので，外国人観
光客のインバウンド促進，観光立国への貢献が期待
されている２８）。もっとも，「民泊通報・相談窓口」
に「住民の悲鳴のような苦情が押し寄せ，一自治体
では対応できない状態」となっている京都市の事例
のように，違法民泊を事実上取り締まれない現実
（住民トラブル）があることを看過すべきではない。

②スポーツツーリズムと総合型リゾート（IR）の促進
　日本政策投資銀行は，北海道から沖縄まで１０地方
自治体からのヒヤリング調査結果をまとめスポーツ
ツーリズムに関する報告書をまとめている。それに
よれば，スポーツツーリズムは地域資源を活用した
スポーツを通じた観光地域づくりのあり方を指す概
念であり，具体的にはキャンプ・合宿誘致に向けた
戦略，個人・団体客誘致に向けた戦略，スポーツ大
会・イベントに係る戦略から成り立つとされてい
る２９）。また，前項の観光立国基本計画でも「スポ
ーツの参加や観戦を目的として地域を訪れたり，地
域資源とスポーツを掛け合わせた観光を楽しむ」こ
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とをスポーツツーリズムと捉え，国内旅行の需要喚
起と外国人旅行者の訪日促進に寄与することが期待
され，その際，「２０２０年東京オリパラ」ならびに前後
に開催されるメガスポーツイベントを契機に，合
宿・キャンプの誘致とリピーター化の促進，地域ス
ポーツコミッションの設立等が構想されており，ス
ポーツ庁・文化庁・観光庁の連携が目指されている。
ちなみに「基本計画」や「とりまとめ」でも，大学
スポーツとりわけ体育会やサークル等の課外活動団
体のスポーツ合宿をスポーツツーリズムの視点で連
関づけており，スポーツを通じた体験型観光素材の
創出という点で共振している。
　報告書の事例からは地方市町村の多様な取り組み
や努力が読み取れ，東京一極集中の昂進の中で衰退
を余儀なくされている地方自治体にとって，スポー
ツツーリズムが地域活性化の新たな方策として位置
づけられていることが分かる。スポーツツーリズム
が地域の自然や文化，人びとが織りなす多様なコミ
ュニケーションそして地場産業を活かしながら観光
資源としての付加価値を創出していくという点も，
東京マネーを梃子に地方のレガシーをことごとく破
壊しつくし崩壊した，かのリゾート開発の失敗を教
訓化しているように思われる３０）

　しかし，報告書では他方で「経営的観点から魅力
ある観光地域づくりを主導的かつ持続的に推進し，
新たな観光市場を創造していく組織として」の日本
型DMO（Destination Management Organization）
の形成も語られている。地方自治行政の観光政策を
超えた役割分担，事業主体や財源負担の適正性，受
益者負担原則の収益事業の実施，民間活力の導入等
を骨格とするDMOが，果たして地方自治体が努力
してきたスポーツツーリズムと両立しうるのかどう
か吟味が必要である。
　スポーツツリーリズムと政策面で隣接し，しかも
政府の成長産業化に強く与するのが「総合型リゾー
ト（IR：Integrated Resort）」である。IRは「特定複
合観光施設区域の整備の推進に関する法律」（平成
２８年１２月２６日法律第１１５号，通称：カジノ解禁法）

の制定３１）を受け具体的制度設計（実施法の制定）
の段階にある。カジノ解禁法に関しては日本におけ
るギャンブル依存症の深刻さ，マネーロンダリング
や反社会的勢力との結びつき等の観点から，導入に
対する根深い危惧と批判が絶えない３２）。この点は
重要問題であるに違いないが３３），ここでは行論と
の関連で，スポーツを含む観光政策，とりわけスポ
ーツツーリズムでも重視された訪日外国人の拡大と
国内消費における成長産業化と地域活性化の観点か
らIRを捉えてみたい。
　IR議連幹事長の岩屋毅は，カジノ解禁法の成立を
受け，カジノ解禁の議論がフォーカスされIRの本
質が国民に浸透していないのではないかという問い
に対し，「IRにはレストランホテルはもちろん，国
際会議場や展示会場，テーマパークや劇場，いまま
で日本になかったようなエンターテイメント施設な
どを備える」（いわゆるMICE３４）），「IRを目的に訪
れた外国人観光客に，日本各地の観光地を周遊して
いただく仕組みを設ける」と返答している。またIR
が観光産業のエンジンであることを念頭に，観光消
費額１５兆円，外国人観光客６０００万という先の政府目
標を踏まえ，「観光産業が自動車産業を超える日本
最大の輸出産業となる」こと，多くの雇用の場も生
まれるIRは世界的にもファミリー向けデスティネ
ーションとして成長すると述べている３５）。「バラ色
の未来」論である。ちなみに大阪市湾岸部の人工
島・夢州へのカジノ誘致に精力的な大阪府は，２０２５
年大阪万博誘致の起爆剤としてIRを位置づけてお
り，入場者約３０００万人，経済波及効果１.９兆円を試算
している３６）。カジノを含むIRはその性格からして
大都市圏での設置が構想されているが，この文脈か
らすると，主として富裕層の外国人観光客を地方へ
周遊させる仕組みにスポーツツーリズムも組み込ま
れることになる。
　ところで，寺島実郎はIRを「新たな『脱・工業生
産力モデル』を視野に入れた産業構造の構築」の一
環として捉え，「観光立国構想のなかでのレジャ
ー・サービス産業の『高度化＝髙い収益性・生産
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性』がポイントになる」と論じている。寺島が注目
するのは海外のハイエンド層を呼び込む医療ツーリ
ズムやコンベンションであり，良質な教育やサービ
スに関するツーリズムのコンテンツの充実である。
カジノによらないIRの構想も可能だとし，そのた
めには多様な視点から地域固有なツーリズムの付加
価値を高めるための徹底的した探究が必要であると
論じている３７）。この多様なツーリズムの中にスポ
ーツツーリズムが含まれることはいうまでもないが，
IRがカジノ抜きの付加価値を担保したツーリズム
の複合体で，大都市圏と地方の有機的連携が可能と
なる仕組みを有しているのであれば，「とりまとめ」
や「基本計画」で構想されたスポーツを通じたまち
づくり，地域の活性化とシンクロする可能性は増す
であろう。医療・健康・教育・福祉等をテーマ化し
たツーリズムの探究にしても，スポーツツーリズム
と同様に大学における学問研究の対象となりうるで
あろう。
　しかし，そもそもカジノはIRの環であり，カジノ
抜きのIRは収益と採算の点からしても存在しえな
い３８）。カジノは顧客の負けによる喪失感と悔しさ
によって成立する究極の自己責任装置である。関西
財界セミナーの「スポーツ産業の活性化」宣言
（２０１７年２月）では，「２０２０東京オリパラ」と大阪万
博とのリンケージが喧伝され，スポーツとレジャー
を日本経済における成長産業化の柱として位置づけ
ているが３９），アメリカカジノ資本による日本進出
戦略を踏まえれば４０），大阪カジノ構想の皮算用
（年間１３００万人の来客，１２００億円の税収増）の妥当
性が検証されてしかるべきである。IRは施設内の
消費完結を特徴としており，その結果，地元商店街
は疲弊化し，加えて犯罪による不法収益，治安悪化
をもたらす危険性・現実性に対する検討が欠落して
いる。

③首都圏開発と「２０２０東京オリパラ」の位置づけ
　「とりまとめ」では，「２０２０東京オリパラ」の開催
を念頭に，スポーツの価値ならびに高潔性（インテ

グリティ）といったスポーツの社会的効用の理解，
大学におけるスポーツボランティアの充実（オリン
ピック・レガシー）が語られている。もっとも
「２０２０東京オリパラ」が，これまで論じてきた国家
戦略としての「スポーツ立国」「観光立国」と関連づ
けられていること，大会開催を通じたインバウンド
等の経済的波及効果や開催を契機とした官民協働の
都市開発の促進が期待されていることも明らかであ
る。ちなみに「２０２０東京オリパラ」招致委員会と東
京都スポーツ振興局によるデータによれば，「２０２０
東京オリパラ」は開催期間中と準備期間において，
数値化可能な経済効果約３兆円，雇用誘発数１５万人
と見込まれている４１）。
　このメガイベントをめぐっては，スポーツ祭典の
枠を超えて官民一体となったインフラ開発，ツーリ
ズム・インバウンド拡大等の観光立国政策を通じ，
「成熟都市」東京と「成熟社会」日本の魅力を国際的
に広めていく戦略が存在している。首都東京をグロ
ーバルシティーに相応しく改造していくグローバル
シティー構想もその一環である。たとえばメガイベ
ントを通じた都市空間の再整備（臨海地区，品川，
羽田など高速交通インフラ整備，メガインフラ，環
状メガロポリス構想，スーパー・メガリージョン），
グローバルシティーのブランディング，競争力強化
を目指す国家戦略特区（三菱地所による東京駅開発
等）と規制緩和（東京一極集中）等が立案・実行さ
れているが，これらは新自由主義構造改革に刻印さ
れた都市開発の性格と内実を示すものである４２）。
　この点と関連し鈴木直文は，「２０２０東京オリパラ」
を契機に生じる都市開発を，①競技会場整備，②競
技会場以外の関連設備（選手村やオリンピックパー
ク等），③公共部門が行う交通機関等のインフラ整
備，④民間が行う住宅やホテル，商業施設などへの
投資に分類したうえで，①②を大会開催に不可欠な
もの，③④を付随的開発と括ったうえで，前者にお
ける経済効果の過大評価が後者の無軌道な膨張につ
ながり，結果として都市の価値を下げる危険性を指
摘する４３）。このようなメガイベントにつきものの
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事態を鈴木はJ.ボイコフを援用し「祝賀資本主義」
（celebration capitalism）と名づけ，都市の伝統的町
並みの破壊，開発がもたらす生活者の疎外，過剰投
資の３点で批判する。消費の多くが独占販売権をも
つグローバル企業に占有され，イベント期間中のホ
テルの混雑と高騰化によるクラウディングアウトに
よるインバウンド効果の縮減等を対置し，「祝祭的
雰囲気に水を差すことが忌避されるため歯止めがか
かりにくい」構図に警鐘を鳴らす４４）。
　ちなみに，一方で「２０２０東京オリパラ」に向けた
スポーツ施設・インフラ整備が進められる中で，他
方で都内を含む公共スポーツ施設の縮減と統廃合，
老朽化が進行している。五輪会場建設にともなう公
共スポーツ施設の消滅はスポーツをする権利の否定
を意味するが，総務省の「社会生活統計指標─都道
府県の指標─」によれば，人口１００万人あたりのス
ポーツ施設数の東京都の低位は明らかである（社会
体育施設４６位，陸上競技場４４位，多目的運動広場４７
位，水泳プール４６位，体育館４７位）。こうした点を
踏まえると「２０２０東京オリパラ」が東京一極集中に
よる地方との格差とともに，スポーツ環境整備面で
の都内格差をもたらす可能性を否定できない。加え
て「オリンピック・レガシー」の名による過剰投資
のツケを，結局のところ納税者が支払うことになる
危険性を注視しなくてはならない４５）。
　このようなスポーツ政策に見られる「選択と集
中」は，スポーツへ参加するための環境整備（社会
権的側面）の位相で象徴的に現れる。本節の最後で
その点を見ておこう。

３．スポーツの社会権的側面の脆弱化
（１）公共スポーツ施設整備に対する冷水
　今後の地域スポーツ推進体制の在り方に関する
有識者会議は，「今後のスポーツ推進方策の提言」
（２０１５年６月）を公表し，地域スポーツ推進に向け
た種々のアプローチを提起した４６）。地域スポーツ
環境（プラットフォーム）整備による住民のスポー
ツ参画の促進，スポーツをする場としての公共スポ

ーツ施設，学校体育施設，スポーツクラブ相互の有
機的・効果的な連携協働という提言は正論だが，そ
の厳しい現実に対する処方箋が示されない点に本提
言の限界がある。もっとも，提言には地域スポーツ
に関する基礎データ集が添付されており，そこには
興味深いデータも掲載されている。たとえば，公共
スポーツ施設についての要望（６９.２％）のトップが
「身近で利用できるよう，施設数の増加」（３４.２％）
となっていること，また障害者スポーツ施設の推移
に関して，その８割にあたる９０か所が１９９０年までの
設置であり，２００１年以降は７か所の設置に留まって
いる等である。これでは「有機的・効果的な連携協
働」は進まない。「基本計画」でも，「身近なスポー
ツ活動の場である体育・スポーツ施設の減少が，国
民のスポーツ活動にマイナスの影響」を与えている
と評価している４７）。
　公共スポーツ施設を含む公共施設の「整備」をめ
ぐっては，総務省「公共施設等総合管理計画の策定
にあたっての指針」の影響を指摘しておかなくては
ならない。そこでは「公共施設等の更新等費用は，
将来的に増加が見込まれ，財政面では一段と厳しい
運営が余儀なくされる」という基本認識のもと，
「最適化」，「適正化計画」，「再生計画」の名のもとに
事実上のスクラップ化が進行していることである。
具体的にはスポーツ施設，公民館，保育園等の見直
しに際し，自治体財政における公共施設の維持管理
費構成比２あるいは３割のところをターゲットに公
共施設を拠点都市に統廃合し，周辺部を斬り捨てる
「集約化」が目指されている４８）。また，上述したよ
うに公共施設等の整備に関しては，PPP/PFIの活用
等，民間企業などが持っている資金，ノウハウの活
用が目指されている。この方針の下では，公共スポ
ーツ施設の老朽化対策・障害者スポーツ対策，まし
てや新たな建設などは政策から外されることになら
ざるをえない４９）。全国２２万２５３３カ所の体育・スポ
ーツ施設の約３分の２が小・中・高・大学などの学
校施設，約４分の１が公共スポーツ施設（２００８年）
であることを理由に，「わが国では学校と税金で建
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設された公共スポーツ施設が大半であり，それらが
スポーツビジネスを推進するような物理的構造，経
営形態を有してない場合，スポーツビジネスの拡大
はむずかしいということになる」５０）という，公共
スポーツ施設の存在を難じるような意見が出されて
も不思議ではない。
　このような不採算部門の公共スポーツ施設に対す
る冷遇は事実によって証明される。文科省「体育・
スポーツ施設現況状況」（２００８年）によれば，１９９６年
から２００８年までの１２年間で１万１７９６カ所（年平均
１０００カ所）の公共スポーツ施設（体育館７４６，運動場
８６９，プール１１４８，テニス場１７６３，野球場１１７７）が閉
鎖されており５１），また公共スポーツ施設の老朽化
も深刻で，１９６０年代の高度成長期に建設され５０年経
過している施設が公共スポーツ施設の１９％（２０１４年
段階），２０２３年には３６％になると試算されている５２）。
耐震化予算も年間約１０億円で４０件程度しか対応でき
ず（２０１４年），この点は避難施設としての機能をも
つ公共スポーツ施設にとっての桎梏となっている。
加えて，地方財政における体育・スポーツ施設費に
至っては１９９５年の約１兆円をピークに２００７年度に約
４８００億と半減，２０１４年度は約６０００億円と微増してい
るが，いずれにせよ，厳しい実態に変りない。
　このため受益者負担主義が徹底される。たとえば
先の総務省の指針から少子高齢化の進展への対応に
基づく算定法の明確化が要請されるとともに，企業
会計的考えに基づき施設の運営経費から１時間あた
りの「原価」や将来の人口減少を根拠に施設ごとに
単位面積あたりの「原価」が算出され，人口に応じ
て総面積を決めるといった具体策までなされている。
前述したように，東京都では公共スポーツ施設の実
情は寒々しいもので２０００年以降でも５５施設が消滅し，
また市町村合併（１９９９年約３２００から２０１０年１７００台）
した地方都市でも，たとえば浜松市では２００９年度に
小学校など１１施設，２０１０年度に天竜区郷土保存館な
ど３０施設，２０１１年度に天竜区度野外運動場など１４施
設，２０１２年度に住宅団地など１６施設，２０１３年度に天
竜区障害者体育館など１８施設，２０１４年度に８４施設が

整理された。これらの事例から公共（スポーツ）施
設に対する行政による容赦ない攻撃をみることがで
きるだろう。

（２）障害者スポーツの困難
　「とりまとめ」や「基本計画」では障害者スポーツ
の発展が共生社会の実現において重視されており，
「２０２０東京オリパラ」がそれを後押しすることが期
待されている。
　ところが，障害者スポーツへの公的支援は公共ス
ポーツ施設と同様，冷遇されている。文科省の障害
者スポーツ関連予算１０.９億円（２０１４年度）はスポー
ツ総予算の４.２％にすぎない。長田菜美子は一般社
団法人日本パラリンピアンズ協会の「パラリンピッ
ク選手の競技環境─その意識と実態調査報告書」
（２０１６年）等をもとに，障害者スポーツが抱える厳
しい実態にメスを入れている。たとえば「競技活動
を行う上で苦労していること」の第１位が費用，第
２位コーチ・指導者の不足，第３位練習場へ通うの
が大変にあり，活動資金に悩む選手が６割に上って
いる。その結果，選手の平均自己負担は年間１４４万
円（６割以上が年間１００万円以上負担）に上り，仕事
と競技の両立や用具費用の捻出（レーサー５０万円，
競技用義足１００万円）に苦慮しているのが実情であ
る。日本障がい者スポーツ協会はリオ・パラリンピ
ックでの中国，英国，ウクライナ等の成果を念頭に，
東京大会での金メダル獲得の数値目標（７位）を掲
げているが，目標の是非はともかく，競技者が抱え
ているリアルな実態を克服しない限り，目標は画餠
に帰すことになるだろう５３）。
　パラリンピアンがしばしば口にするのは，障害を
持つ人のスポーツへのアクセスが日本では容易では
ない現実である。障害者スポーツ施設（障害者スポ
ーツ専用，障害者優先）は全国で１１４か所（４７都道府
県と政令指定都市合わせて，それぞれ１か所程度）
にすぎず，バリアフルの影響もあり体育館を使用さ
せてもらえない（車いすで傷つく等）事例が後を絶
たず，加えてバリアフリー化した更衣室，トイレ，
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エレベーター等への配慮も僅かだという。その結果，
障害を理由にスポーツ施設の利用を断られた，ある
いは条件付きでしか認められなかった経験を持つ選
手は２割にのぼっている。また指導者不足も深刻で，
たとえば国際大会に出場できる選手を育てられる伴
走者は国内２０名足らずしかおらず，教員養成課程の
中に障害者スポーツに関する科目も必修化されてい
ない。「２０２０東京オリパラ」を契機にパラリンピッ
クへの注目度が高まってきているが，障害者が置か
れている具体的困難の克服，そしてスポーツ環境の
整備がなされなければ，１９.２％という障害者のスポ
ーツ実施率（成人で週１回）の向上は望めないだろ
う。
　ところで，パラリンピックが障害者スポーツの祭
典であることは確かだが，その全てではない。今年
（２０１７年）７月，聴覚障害者のスポーツの祭典であ
る「第２３回デフリンピック夏季大会」がトルコ・サ
ムスンで開催され（９７カ国・地域約３０００人参加），
日本からも１０９人の選手が参加し２７個のメダルを獲
得している。ちなみに，パラリンピックには聴覚障
害者用の種目はない。そうした中で「パラリンピッ
クは，一部の活躍する障害者選手と一般の障害者の
間に溝を作ってしまう」，「パラリンピックとデフレ
ンピックでは，一部の選手の活躍に目が行きがち」
だという積年の宿痾とも形容すべき選手の眼差しは，
障害者スポーツが抱えている具体的困難を顧みるこ
となく，「感動」のみを動員しようとするメディア
や世論の偏見を照らす光となっている５４）。

　以上のようなスポーツそして関連する諸政策の内
容と現実のスポーツ実態を踏まえ，次章では大学ス
ポーツの在り方をめぐり再帰的に検討を加えておこ
う。

Ⅲ．大学スポーツのゆくえ

１．アメリカNCAAは成功モデルたりえるか
　日本版NCAAに期待される事柄，具体的項目に関

してはⅠ─３で論じたとおりである。大学スポーツ
はビジネスチャンスという理解の根底にアメリカ
NCAAの成功イメージがあることはいうまでもない。
そもそも，その成功イメージには根拠がともなって
いるのだろうか。この点を丁寧に吟味する必要があ
る。
　アメリカ経済学者である宮田由紀夫はアメリカ
NCAAを大学間カルテルと捉え，反トラスト法の経
済学の研究対象とする。その際，宮田は売り手カル
テルと買い手カルテルとしてNCAAを分析，前者に
関してNCAAが放映権の窓口として個別大学や他
のアマチュア団体と戦い，あるいはプロ組織と共存
を図りながら独占的地位（放映権料の収益）を築い
てきたとし，後者に関しては有名選手をスポーツ奨
学金等により抱え込むことで，ここでもNCAAはプ
ロチームと共存を図り，高校生が直接プロへ行く経
路を制約（アメフトは高校卒業後３年間，バスケッ
トボールは１年間プロへ行くことができない）して
きたと論じている５５）。
　この点と関連し，川井圭司によれば，近年大学は
稼ぐが選手は無報酬というNCAAのビジネスモデ
ルは破綻しているという。アメリカにおける伝統的
な大学スポーツアマチュア規程は，レーガノミクス
とロス五輪（１９８４年）による競争原理と新自由主義
経済の昂進により形骸化し，大学スポーツのビジネ
ス化と放映権料高騰化にともない強豪大学間の学生
選手のパイの奪い合いが激化した。そして近年，学
生選手は「労働者」であり（たとえば，全国労働関
係局シカゴ支部；２０１４年３月），NCAAのアマチュ
ア規程は反トラスト法違反（たとえば，連邦地方裁
判所；２０１４年８月）という判決が出され，加えて学
生選手の肖像権の不正利用に関する損害賠償請求集
団訴訟もなされる中で，学生選手に対する報酬が一
定の歯止めがかかりながらも容認された。アマチュ
ア規程の違法性（学生スポーツ選手たる「労働者」
の搾取禁止）は確定したという（連邦最高裁判決；
２０１６年１０月）５６）。学生スポーツの興業化の「成功」
が逆説的にNCAAビジネスモデルの違法性を際立
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たせている。
　また，大学スポーツで得た収益を大学の教育，研
究，施設，指導等に還元し，競技力の向上や競技ス
ポーツ全体の価値はもとより，大学の名声をたかめ
る起爆剤となるような好循環を形成するという見通
しも，アメリカのNCAAをモデルとしているが，そ
もそもNCAAではトップ水準のディビジョンⅠ加
盟大学を含め独立採算で成り立っておらず，ディビ
ジョンⅡに至っては大学スポーツの収入項目の６２％
（私立７９％）を大学本体からの支援（すなわち学費）
で賄っている５７）。
　スポーツ学生の入学や学修支援に目を転じるとア
メリカNCAAの実態の深刻さが，より鮮明に浮かび
上がってくる。NCAAが設定したルール違反となる
入学時の親への裏金や便宜供与，プロ入りの際に代
理人契約を結んで欲しいエージェントと有望選手と
の接触等であり，また学生としての本分の形骸化で
ある。NCAAは選手に対し試合出場できる学力基準
を設けているが，学力基準に様々な抜け穴が設けら
れ，大学による学業支援の家庭教師の配置，スポー
ツ選手用の「特別科目（楽勝科目）」の開講，さらに
試験リポートの代筆まで行っている大学も存在して
いる。「NCAAは本来，不正を正し改革の旗手とな
るべきだが……大学スポーツの商業化とスポーツ学
生の搾取における共犯者だという声もある」という
批判がなされても当然であろう５８）。果たしてこれ
で日本の大学スポーツのモデルと断言できるだろう
か５９）。
　NCAAが歴史を経て構築してきた大学スポーツ
統括組織として活動の中には，上記の厳しい現実と
非対称の事例，そしてアメリカの個々の大学が学生
選手に学生の本分を重視させ，正課授業での真摯な
学びを要請し，成果を挙げている事例もあるだろ
う６０）。しかし，スポーツ庁をはじめ産官学一体と
なって日本版NCAAの設置に向け，いささか前のめ
りになっている昨今，宮田と川井の論文等から浮き
彫りになった事実，すなわち大学スポーツにおける
教育機関たる本質とスポーツの市場化の自己矛盾を

しっかりと把握し，それらを他山の石として検証し，
克服する努力も必要であるように思われる。

２．大学スポーツの変革にむけて
　産業化・市場化の要請に規定され行政と向き合う
大学スポーツの在り方を，いかに構想したらよいの
だろうか。国民のスポーツ権の実現を展望すれば，
この問いへの応答のためには大学スポーツと市場な
らびに国家との関係を，あらためて把握しておかな
くてはならない。
　この点と関連し，井上達夫の公共性論は示唆的で
ある。井上は従前の公共性論を「領域の公共性」，
「主体の公共性」，「手続き（プロセス）の公共性」そ
して「理由の公共性」による４つの応答として整理
し，「理由の公共性」における公共的理由の探究の
重要性を語る。領域の区分（国家・市場：悪玉 vs
市民社会：善玉の二元論），市民運動主体が陥りや
すい疑似公共性（特殊権益，排他的・独善的連帯
感）の罠，公共的プロセスをもって公共的理由が僭
称される陥穽等を踏まえ，公共的理由における普遍
的規制理念としての「正義」を強調する６１）。大学ス
ポーツあるいはスポーツの公共性に関する論理にあ
りがちな落とし穴は，システムと対峙した生活世界
の領域での主体による民主的熟議を重視するあまり，
公共性の根拠と理由が明示されないことである。井
上の論理は自明視された規範や知を内破し，狭隘化
した自我の殻から私を脱皮させる論理として一貫し
ているが，大学スポーツに関しても領域，主体，プ
ロセスへの過剰な評価を廃し，市場，国家そして知
的共同体としての大学にも生じうる病理を踏まえた，
多元的均衡化の在り方が問われなくてはならな
い６２）。この点について，やや詳しく検討しておこ
う。
　第１に，資本の経済権力としての市場の専制にと
もなう病理である。「とりまとめ」の基調が大学ス
ポーツの市場形成にある以上，市場原理に沿った大
学スポーツの画一化・平準化の昂進は避けられない。
対価さえ支払えば煩わしい国家（あるいは大学）の
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干渉を廃してスポーツ・サービスの便益と自由な消
費を可能にする市場メカニズムは，同時に病理をも
引き起こす。プロフィットセンターとしてのスポー
ツはPPP/PFIの活用等を通じて収益を高めるかも
しれないが，消費選択の自由からこぼれ落ちた人び
とのスポーツ実践の存立基盤は衰弱の一途をたどる
他ない。市場原理からすれば，その分の応益負担さ
えすれば消費の自由は「保障」される。しかし，そ
れは社会権を素通りした冷たい自己責任の論理であ
る。「とりまとめ」には障害者スポーツの発展に向
けた大学の貢献も描かれているが，障害をもつ人び
とが直面している厳しい生活・労働実態を踏まえれ
ば，また障害者スポーツ環境の脆弱性を踏まえれば，
スポーツ実施条件の縮減は明らかである。
　このような市場の病理に対しては，市場の秩序を
民主的にコントロールし社会保障を充実させる福祉
国家（法治国家）の権限と機能の強化が必要である。
その際，応能負担原則に基づく財やサービスの再配
分の徹底は不可欠であり，それはスポーツ基本法で
謳われている国民のスポーツ権の具現化の条件とな
る。また，知的共同体としての大学が，何よりも学
生に対する平等の観点で施策を講じることが必要で
あり，加えて知の創造拠点であるがゆえに，市場の
要請にすばやく順応するのではなく，スポーツをめ
ぐる批判的自律性に裏打ちされた大学スポーツの在
り方を構想しなくてはならない。
　第２に，国家の専制による病理である。この点に
関しては，戦前文部省から発令された「野球ノ統制
竝施行ニ関スル件」（いわゆる「野球統制令」１９３２
年）をめぐる歴史評価が参照されうる。今日の大学
スポーツの病理とも通底する応援，競技日程，学生
選手の授業学生選手のプロ化や金品授受の禁止等を
事細かく規定した統制令の特徴を，加賀秀雄は「自
治と自由を基調として展開してきた学生スポーツに
対する文部行政による権力的規制」と結論づけ
た６３）。野球統制令の歴史的評価の確定は本少考の
範囲を超えるが，こうした国家権力への集権化と知
的共同体の吸収ないし解体の危機は常に存在す

る６４）。
　このような国家の行政的集権化に対しては，イデ
オロギー性を問わない市場の原理が大学における思
想や諸実践の自由市場を活性化させ，国家権力の専
制に対する保護膜となる可能性をもつだろう。しか
し，より重要な点は，知的共同体としての大学が批
判的に吟味しうる論理を自己の内に確立し，状況を
能動的に変革しうる主体となることである。前述し
たスポーツ未来開拓会議の中間報告に描かれた基本
的考え方（コストセンターからプロフィットセンタ
ーへ）にしても，市場化の大合唱に翻弄されるので
はなく，学問的・政治的自由を陶冶する観点から大
学スポーツの在り方を構想すべきである。
　第３に，知的共同体としての大学から生まれる病
理である。大学（あるいは大学間組織）の内部秩序
の維持が，時としてその構成員に対しインフォーマ
ルな社会的制圧を無制限に行使し，集団の特殊利益
を自己の既得権として強固に主張する根拠となって
いる点，また適切な法の支配や公正な市場ルールも
及ばない社会的専制の聖域に転化する事態である。
前述したアメリカNCAAの学生選手の搾取とスポ
ーツの私物化，学生に対する学習権の侵害といった
事例はそれを物語るものだが，日本の大学スポーツ
界においても，一部大学スポーツに見られる暴力・
ハラスメントの隠蔽は論外として，かの野球統制令
で指弾された競技日程の組み方，学生選手の授業軽
視，学生選手の勧誘等の問題は存在している。学生
選手がエリート意識の倨傲に走り，スポーツの特権
的享受，勝利至上主義と帰属集団に対する独善的代
表意識のもと，「学校資本主義の一機構としてマネ
キン的役割６５）」を果たしていた時代において，大
学が自治機能を活かし，これら悪弊を自浄能力によ
って解決できなかったことを根拠に，統制すなわち
国家介入がなされた事実を忘れてはならない６６）。
　自集団の特殊利益の排他的追求を内部倫理として
神聖化する事態は，個別大学の範囲を超えた学連等
の組織運営にも該当する。こうした自己の主権的全
能化がもたらす病理の深因を探ることなく，時流に
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乗り遅れまいと日本版NCAAの創設にしがみつい
てみても，利益集団としての閉鎖的共同体の貪婪か
ら逃れることにはならない。日本版NCAAは行き
過ぎた市場競争，及び大学や競技団体の談合的エゴ
と因習の鉄鎖に対し，自由と公正を担保するカウン
ター・バランスとしての機能を果たすべきである。
学習権の保障の観点から学生選手の学びと成長を促
し６７），スポーツ基本法におけるスポーツ権の精神
に依拠したスポーツ研究の社会還元といった包括的
射程を持つことができれば，市場，国家，共同体そ
れぞれの病理を相互抑制的，多元的均衡化の中で克
服する司令塔となるであろう。
　「スポーツ立国」に向けた成長産業化言説の繁茂
を前にして，教育研究機関たる大学に課せられた使
命と役割は，教育と研究の公理に照らしたスポーツ
の価値づけであり，ここに大学スポーツ活性化の核
心がなくてはならない。

おわりに

　スポーツ庁が「基本計画」の中で中学生のスポー
ツ嫌いを５年かけて半減させる計画を打ち出したこ
とに対し，ある大学生から「スポーツ嫌いでいては
ならない，と国から言われているように感じた」，
「『好き』とか『嫌い』というのは個人の感情の一つ
であるはず」で，「この計画は個人の価値観を国家
が奪うことになるのではないだろうか」という投稿
が寄せられた６８）。この投稿は「スポーツを拒否す
る自由を認めないのか」といった異議申し立てとも
共振するが，本稿の文脈で敷衍すれば，自発的なス
ポーツに対する国家・行政の関与の問題といえるだ
ろう。
　この投稿の底流には市民権的自由権と連なる人権
論の特徴が垣間見られる。国家権力に対抗し屹立す
る自律した個人を育成する見地から，上から保護さ
れることの物質的豊かさではなく，自己決定，自由
と自立性を支援する思想である６９）。端的にいえば，
スポーツ基本法の理念であるスポーツ権に則り，国

家あるいは地方行政機関がスポーツを政策化するこ
とにより，むしろ自由が抑圧されるのではないかと
いう疑念である。ここには遊びにみられる「合理性
を拒否する」特徴への着眼，つまり遊びを勝ち負け
や理性の中に閉じ込め計画化してはならないという
プレイ論的解釈７０），ならびに現代日本に潜行する
独特の公私観念への危機意識があるように思われる。
こうした疑念は，権威主義的国家権力とのパターナ
ルな関係の克服等の面で傾聴すべき論点もあり，
「とりまとめ」や「基本計画」を複眼的・批判的に検
討してきた本少考の課題認識ともある部分で結節し
ている。
　しかし，人権をもっぱら自由権に限定した結果，
国家が介入すべき領域，たとえば給付行政，福祉に
おける国家権力の恣意性が放置され，この領域での
権力規制手段も放棄されている事実を見逃すわけに
はいかない。それゆえ，スポーツ基本法の限界性を
踏まえつつも，その法理とりわけスポーツ権が有す
べき社会権的側面の今日的意義を改めて強調してお
かなくてはならない。なぜならば，新自由主義構造
改革の影響と病理が社会の隅々にまで浸潤している
現況にあって，市場競争を通じた馴化，すなわち国
民生活における自己責任原則に楔を打ち込むうえで，
法治国家による平等性に依拠した新たな福祉国家的
施策の徹底が不可欠となるからである。国家に対す
る適切な保護を請求する権利は，国家への服従や依
存による危機の弥縫，ましてや自立の破壊を意味し
ない７１）。逆に個の自立性を強調するあまり新自由
主義の罠に嵌りかねない点こそ注視すべきであろう。
すでに論じたように国家，市場そして共同体には専
制と病理の機制が潜んでいるのであり，それらを相
互抑制的に多元的均衡の中で克服してくことが必要
となる。スポーツ基本法に謳われたスポーツ権の平
等主義的理念は，市場秩序に刻印されたスポーツの
拡張を前に，障害者スポーツをはじめ沈黙を余儀な
くされている人びと（主権者）の正当なスポーツ要
求を実現させるための制度的根拠となるであろう。
　この点と関連し，そもそも大学でスポーツ市場を
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形成する理由は何か。日本版NCAAを設置し，その
収益によって学生スポーツを支援するという好循環
のシナリオの背後には，財政面において厳しい大学
の現実がある。加えて高等教育費における家計負担
率がOECDの中で群を抜いて高い（＝公的負担率の
低い）日本では，高学費と脆弱な「奨学金」（事実上
の教育ローン）政策の下，自助努力によって学費と
生活費を工面する以外に道はなく，大学で学ぶこと
自体が困難になっている。要するに，大学スポーツ
に参画すべき学生の学習権の基盤が揺らいでいるの
である。本少考では日本の高等教育政策を含む大学
論が考察されておらず，この点に関しては別稿で論
じてみたい。

注
１） 当文書は前年２０１６年８月に出された中間報告
（最終とりまとめと同じタイトル）を構成ならび
に内容面で踏まえたものである。なお，以下，本
稿で紹介する最終とりまとめに関しては，文科省
〔２０１７〕からの引用である。

２） アメリカのNCAAは１９０６年設立の非営利団体
であり，ディビジョンⅠ（３４７校），ディビジョンⅡ
（３０９校），ディビジョンⅢ（４４２校），９８のカンファ
レンス（６～１２程度の大学）で構成されている。

３） 日本経済団体連合会は，２０１５年に『「豊かで活
力ある日本」の再生─Innovation & Globalization
─』を発表し，３つの総合課題（目指すべき国家
像の実現に向けた課題）の中の１つに東京オリン
ピック・パラリンピックの成功を挙げている。日
本経済団体連合会〔２０１５， ２６-３１〕。なお，スポー
ツの産業化の特質に関しては，山下〔１９８９〕を参
照。

４） 文部科学省（スポーツ庁）〔２０１７〕。
５） 文部科学省〔２０１０〕。
６） 友添〔２０１７， ８-１８〕を参照。玉木は箱根駅伝等に
みられる伝統校やスポーツを手段化している大学
にとって，日本版NCAAのような統括組織を受け
いれる可能性は低いとみる。なぜならば，これら
大学にとってはスポーツの価値よりも大学の価値
の方が勝っているからだと。玉木〔２０１７， １０１-１０８〕。

７） スポーツ庁・経済産業省〔２０１６， ７-８〕。
８） すでに青山学院大学は渋谷区とも連携し，プロ
バスケットボールBリーグ日立サンロッカーズの
ホームとして青山記念体育館を使用することを合
意している。

９） ちなみに，アメリカのNCAA所属大学のスポー
ツ活動による収入ランキング（２０１４～１５年シーズ
ン）によれば，１位テキサス農工大約２０１億円，２
位テキサス大約１９２億，３位オハイオ州立大約１７５
億円となっている。「大学スポーツをビジネスに」
『朝日新聞』２０１６年６月２３日付。

１０） 日本スポーツ法学会〔２０１１〕を参照。
１１） 濱野吉生は，スポーツ振興法における法的限界，

すなわち条文にあるプログラム（訓示的あるいは
訓令的）規程による不法行為の法的根拠（政府の
無作為のともなう行政訴訟の法的根拠）の脆弱性
を指摘し，スポーツ振興法は抜本的に改正される
か，あるいは新法を制定する必要性を語っている。
濱野〔１９８３， ４８-４９〕。

１２） スポーツ庁の設置を全会一致で可決した衆議院
文部科学委員会（１８９-衆-文部科学委員会-５号，
２０１５年４月７日）における宮本岳志委員と下村博
文文科相（当時）との質疑応答は，この点を物語
るものである。

 宮本（岳）委員：そもそもこのスポーツ基本法
は，前文で「国民が生涯にわたり心身ともに健康
で文化的な生活を営む上で不可欠なもの」である，
と規定しております。そこで大臣に確認をしたい
んですが，国のスポーツ行政は，ユネスコ国際憲
章，日本国憲法，スポーツ基本法にある，誰もが
スポーツを享受する権利，スポーツ権の実現に努
めることであり，スポーツ庁が実現すべき最も重
要な役割は当然その実現にあると私は考えますけ
れども，大臣，よろしいでしょうか。

 下村国務大臣：ご指摘のように，スポーツ基本
法の前文においては，「スポーツを通じて幸福で
豊かな生活を営むことは，全ての人々の権利」で
あると宣言しており，スポーツを国民の権利とし
て捉えられているわけであります。文科省として
は，スポーツ基本法のこの理念にのっとり，全て
の人が生涯にわたってその関心や適性に応じてス
ポーツに親しむことのできる社会を実現すること
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が重要であると考えておりまして，このため，地
域におけるスポーツ環境の整備等に取り組んでい
きたいと考えております。

１３） 自民党・スポーツ立国調査会〔２００８〕は，麻生
太郎を会長にすえた調査会による報告書であり，
全１６回の会議を経て発表された。毎月数回のペー
スで開催（初回は２００７年１０月）された会議には，
それぞれJOC会長，トップアスリート，学校体
育・地域スポーツ関係者，パラリンピック・障害
者スポーツ関係者，日本経団連企業，スポーツ産
業関係者，東京都知事らが招聘されている。

１４） 「センターポールに日の丸を掲げるために」で
書き始められる同報告書は，とりわけ競技力向上
に国を挙げて取り組む戦略を強調する。「日本人
選手の活躍」「日本国民であることを強く自覚し，
誇りに感じる」「強い国づくりに大きく貢献する
国際競技大会での成果」あるいは「活力」「活力あ
る社会」という用語は，この点を象徴するもので
ある。「スポーツを国の元気を生み出す源泉と位
置付け」る報告書は，新自由主義構造改革の昂進
の中で疲弊し，格差と貧困が拡大している日本社
会の現状を映しだしている。新自由主義はレッセ
フェール的な無政府主義とは異なる「強い国家」
を必要としているのであり，「強い国家」に属す
る実感は現実の労働と生活面での困難から己を
「自立」させるための環である。

１５） この点に関しては，鈴木和幸〔２０１５， １６-１９〕を
参照。スポーツ庁の権限の限界性に関しては，膝
元の文科省の説明からも裏づけられる。たとえば，
文科省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画
課専門官の田中佑一は，スポーツ庁設置は，経産
省が所管するスポーツ産業振興等，文科省以外の
スポーツ関連施策を切り離して集めようとするも
のではなく，他省の政策の具体化は引き続き当該
省によって担われることを前提としていると解説
している。田中〔２０１５， ８〕。

１６） 「権限なき司令塔」『朝日新聞』２０１５年１０月２日
付。

１７） PPP（Public Private Partnership）/PFI（Private 
Finance Initiative）は官民連携の様々なスキーム
を指す制度であり，特に地方公共団体の財政負担
の平準化と施設等の効率的・効果的整備を行うこ

と狙いとしている。２０１１年のPFI法改正により，
コンセッション方式が導入され，施設の独立採算
方式のもと，施設運営と所有において民間事業者
の権限が拡大している。このスキームにおいて不
採算の公共（スポーツ）施設は存在しえない。足
立〔２０１４， ３２-３４〕。

１８） スポーツ庁〔２０１６〕。
１９） 内閣官房〔２０１６〕。
２０） スポーツ庁・経済産業省〔２０１６〕。
２１） 日本再興戦略は中間報告の内容を組み入れたも

のと思われる。
２２） 中間報告の以下の文章は，この点を傍証するも

のである。「障害児・者が学校や地域におけるス
ポーツ活動に参加できる機会は十分ではなく，継
続的にスポーツ活動を実施できる環境は整ってい
ない状況にある。このため，障害児・者が安心し
て安全にスポーツができる場として特別支援学校
等を有効活用するなど，地域における障害者スポ
ーツの拠点づくりを一層進める必要がある。」同
じ中間報告の文書とは思えないトーンである。

２３） その際，Jリーグ「JHC（J.LEAGUE HUMAN 
CAPITAL）」と立命館大学との連携講座，スポー
ツを通じた国際貢献事業「スポーツ・フォー・ト
ゥモロー」の一環としての筑波大学「つくば国際
アカデミー（TIAS）」によるスポーツマネジメン
ト人材育成が先駆的実践として評価されている。

２４） みずほ銀行産業調査部〔２０１６〕を参照。
２５） 中西新太郎は，社会における関係資源の市場

化・商品化にともなう問題を鋭い視点から批判的
に考察している。中西〔２００５， １-４５〕。

２６） 内閣府〔２０１６〕。
２７） 閣議決定〔２０１７〕。
２８） 民泊仲介業者，不動産業者などがいっせいに
「新たなビジネスチャンス」として動きだし，イ
ンターネットサービスを展開するIT企業が仲介
サイトの新設を発表，大手金融機関も民泊支援を
打ち出し，家電メーカーも「民泊リフォーム事
業」に乗り出している事態が生まれている。

２９） 日本政策投資銀行〔２０１５〕。
３０） この点に関しては有賀〔１９９１〕を参照。なお，
１９９０年前後のバブル期のリゾート開発ブームによ
る傷痕は，いまだに克服されていない。たとえば
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越後湯沢駅近くの地価はバブル期の１０分の１にま
で下落し不動産の「負動産化」が生じている。
「売値「マイナス価格」─リゾート地バブル一転」
『朝日新聞』２０１７年８月１２日付。

３１） 本法律の制定過程において，内閣官房の中にプ
ロジェクトチームが結成されている。そこには，
内閣府，財務省，経済産業省，総務省，法務省，
国土交通省，厚生労働省，金融庁，警察庁の９つ
の府省庁で構成されている。IRがいかに幅広い
法整備必要とする事業であるかを物語るものであ
る。月刊レジャー産業資料編集部〔２０１４， ３４〕。

３２） 民間賭博＝ギャンブル依存症（射幸心をそそら
れるおそれのある遊技：政府答弁書）の深刻化
（日本は５３６万人：成人の４.８％（諸外国１～２％），
競馬競輪は開催日があるがカジノは３６５日２４時間）。
法務省の定める「公営ギャンブル」（公益団体の運
営，収益の公的目的化），「法令に基づく行為は罰
しない」（刑法），法務省の定める８要件（２０１３）：
①目的の公共性，②運営主体等の性格，③収益の
扱い，④射幸心の程度，⑤運営主体の廉潔性，⑥
運営主体への公的監督，⑦運営主体の財政的健全
性，⑧副次的弊害の防止との差異。たとえば，競
馬であれば，「畜産の振興」「地方財政の改善」と
いう目的があり政府全額出資の日本中央競馬会
（JRA）か自治体のみの運営で，収益の一部は国庫，
自治体に入ることになっている。すなわち「競馬
法」「自転車競技法」「モータボート競技法」「小型
自動車競技法」との異質が際立っている。『朝日
新聞』２０１７年２月１６日付。

３３） カジノの問題点に関しては，市井〔２０１５， ３９-５２〕。
３４） MICEとはMeeting（会議・研修・セミナー），

Incentive tour（報奨・招待旅行），Convention
および Conference（大会・学会・国際会議），
Exhibition（展示会・見本市）の頭文字を並べた
造語である。

３５） 岩屋〔２０１７， ３４-３５〕。
３６） 大阪万博テーマ：「いのち輝く未来社会のデザ

イン」（Designing Future Society for Our Lives：
「世界における未来社会の実験場」「新たな発想で
社会・経済制度をデザインする」）『朝日新聞』
２０１７年３月１４日付。ちなみに，政府の特定複合観
光施設区域整備推進本部（本部長：安倍首相）は，

カジノ実施法案に関する「説明・公聴会」遊説の
際，IRに込められた特徴を押し出している。①世
界で勝ち抜くMICEビジネスの確立，②滞在型観
光モデルの確立，③世界に向けた日本の魅力発信
─を実現する「公共政策」，「新しい公益」を生む。

３７） 寺島〔２０１４， ４２-４５〕。
３８） 鳥畑与一によれば，シンガポールのカジノでは
「面積の５％に満たないカジノがIR収益の８割近
くを稼いで」おり，また「１００億ドルのIR投資を
数年で回収し，かつ高水準の収益率を達成しよう
とすれば，年間１兆円近いカジノ収益が必要」で
あり，「それは毎年１０万円負ける客を１０００万人必
要とする収益規模である」と述べている。鳥畑
〔２０１５， ２２-２３〕。

３９） 「スポーツ産業活性化を」『朝日新聞』２０１７年２
月１７日付。

４０） 日本はアジア最大のフロンティア，カジノ規模
はシンガポールを抜きマカオに迫る，２３兆円規模
のパチンコ市場の存在が日本にカジノを受け入れ
る潜在力となる。マカオ賭博収益の減速（中国習
政権による取り締り強化）の影響。「米カジノ日
本に賭ける」『朝日新聞』２０１７年４月２６日付。

４１） 月刊レジャー産業資料編集部〔２０１４， ２２-２３〕。
４２） ちなみに，グローバルシィティー構想と関連し，
２１世紀に入り注目されてきたのが国土交通省の
「コンパクトシティー」構想である。本構想はEU
をモデルとして地方創成の一環として位置づけら
れているが，実際には人口減少，少子高齢化，赤
字財政等に苦しむ地方都市に対して，国の基準に
照らし効率化による自助努力・自己責任を求めて
いる。地方自治体独自の教育・医療・福祉行政の
後退は避けられない。この点に関しては福村
〔２０１７， ７７-９３〕。

４３） 鈴木直文〔２０１５， ２-１１〕。
４４） これと類似したカテゴリーとして「災害資本主

義」を挙げることができる。これは，ミルトン・
フリードマンらシカゴ学派によるエマージェンシ
ーポリティクスにおける災害（利用型）資本主義
を指す概念である。安倍首相の「アンダーコント
ロール」発言に象徴されているように，「２０２０東
京オリパラ」は両者を架橋している。この点に関
しては塚原〔２０１６， ２６-３８〕。
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４５） リオ五輪では早速，ツケ問題が浮上している。
カリオカアリーナ１，２，３の整備費約５２８億５
千万円，水泳競技場同約６８億円，テニスセンター
同約６４億円，選手村同約９１６億円等である。「リオ
実らぬレガシー」『朝日新聞』２０１７年５月２１日付。
なお，日本学術会議は新国立競技場の整備見直し
求める提言（日本学術会議「神宮外苑の歴史を踏
まえた新国立競技場整備への提言」）を発表して
いる（２０１７年２月）。そこでは，①「本物の杜」の
創出＝立体都市公園制度の廃止，②渋谷川の清流
復活，③再生会議と募金の創設が要請されている。
「新競技場の欠けたもの」『朝日新聞』２０１７年２月
２１日付。

４６） 今後の地域スポーツの推進体制の在り方に関す
る有識者会議〔２０１５〕。「とりまとめ」との関連で
は，大学スポーツに対し地域スポーツを支える人
材育成と研究活動の基盤整備が期待されている。

４７） 文部科学省〔２０１７〕。ちなみに，スポーツ活動
をやらない理由として「場所や施設数がないか
ら」を挙げている者は２００４年の２.５％から２００９年
の５.４％へと倍増している。ちなみに統計上でミ
ニマムは１９９４年の２.０％であり，先の障害者スポ
ーツ施設実態との関連もうかがえる。

４８） 総務省〔２０１４〕。
４９） 注１３で紹介した文部科学委員会で，宮本岳志委

員は「公共施設等総合管理計画の策定にあたって
の指針」（２０１４年４月）が総務省から発表され，１０
年から３０年の長期のスパンで行政サービスの見直
し，民間の代替可能性，PPP/PFIの積極的な活用，
市町村を超えた広域的な集約，集中の検討が要請
されていること，公共スポーツ施設が毎年１０００カ
所ずつ消えている背景には，国による地方に対す
る計画や施設の廃止・集約化の強制があること，
それはスポーツ基本法第１０条で謳われている地方
スポーツ推進計画の策定，スポーツ施設の整備，
スポーツ施設の運用の改善等に抵触するし，スポ
ーツ庁を設置しても絵に描いた餠ではないかと，
参考人として委員会に出席した総務省の審議官に
異議申し立てをしている。それを受け，下村大臣
は「これは宮本委員のおっしゃるとおりだと思う」
とした上で，同庁設置を契機に他省庁における政
策転換を求めていく必要があると返答している。

５０） 高橋〔２０１４， ４８-４９〕。
５１） 文科省（スポーツ庁）〔２０１７〕資料編より。
５２） 「アリーナが足りない─バスケ・卓球・会場探

し四苦八苦」『朝日新聞』２０１７年５月９日付。な
お，このため国内プロチーム（バスケのBリーグ
など）のチームの存続にも影響を及ばしている。

５３） 「頂点への戦い　レベル急上昇」『朝日新聞』
２０１６年９月２０日付。

５４） 「障害者を見る目　変えたい」『朝日新聞』２０１７
年７月２０日付。

５５） 宮田〔２０１７， ３７-４５〕。
５６） 川井〔２０１７， ８５-９３〕。
５７） 宮田〔２０１７， ４５-４８〕。
５８） 宮田〔２０１７， ４８-５０〕。
５９） 川井圭司は，別のところでNCAAは日本の大学

スポーツにとって反面教師だと断じている。「大
学スポーツの産業化」での川井圭司見解。『朝日
新聞』２０１６年１０月８日付。

６０） 元阪神タイガースのマット・マートンはジョー
ジア工科大学での「トータル・パーソン・プログ
ラム」等を踏まえ，教育や人間形成に裏打ちされ
た大学・学校におけるスポーツ活動の重要性を指
摘する。「文武両道で人生は輝く」『朝日新聞』
２０１４年９月９日付。

６１） 井上〔２００７， ３-２７〕。あるいは井上〔２０００〕第７
章を参照。

６２） ここでは，井上達夫が論じる秩序と専制のトリ
アーデの枠組みを参照している。井上〔２０１７〕第
４章，第５章。新しいスポーツ運動に見られる公
共性の問題点に関しては，有賀〔２００２， １４５-１４９〕。

６３） 加賀〔１９８８， ９-１０〕。前年に文部大臣に就任し
た鳩山一郎が掲げる思想善導を核にしたスポーツ
論に関して，加賀は「思想困難」，「経済困難」に象
徴される国民の政治的自覚や運動をスポーツによ
って転換させる，体制擁護のための国民的イデオ
ロギー操作とする。もっとも，統制令の中身を仔
細に読み解くならば，「国家権力をもって一方的
に「官僚統制」をしたとはいいきれない多少の理
由があったし，また完全にスポーツの自由思想を
否定したり，軍国主義を押しつけたりしたもので
はなかった」という岸野雄三の指摘にはなにほど
かの正当性がある。岸野・竹之下〔１９５９， １７５〕。
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６４） 日本学術会議の「軍事的安全保障研究に関する
声明」（２０１７年３月２４日）はこのコロラリーだが，
国家的パターナリズムが孕む学問研究の自主性・
自律性の簒奪を問題視するものであった。

６５） 戸坂潤は戦前の社会における思想の悪化（マル
クス主義化）に対抗し，「教育当事者は，これに対
抗すべくスポーツを別なアヘンとして大安売りし
始めた」とし，新たに価値づけられた体育を以下
のように評価する。「財団による営業諸大学は，
スポーツのこの社会的アヘン性と，それに対する
世間の渇望とを利用して，スポーツ場をステージ
やショーウインドーになぞらへ，スポーツマンを
マネキンに仕立てる。良い教授を雇うよりも一人
のマネキンを雇う方が資本はかかるかも知れない
が，結局，その方が利益になるのだ。（中略）学生
スポーツマンは，自分が世間や学校の傀儡である
ことを能く知っている，そしてこれを逆に利用す
る。（中略）今日のスポーツマンは社会全体とこ
うした互恵関係にあり，特に私立大学になれば，
この互恵関係が，大学乃至校友会と選手及び学生
の間に，コンデンスされるから，今日の近代学生
はスポーツに異常に熱心であらざるを得ない。」
戸坂が剔出した学生スポーツに関する批判は，今
日においても色あせていない。戸坂〔１９６６， ４０７-
７０８〕。高津〔１９９４〕第５章参照。

６６） 鳩山一郎文相は「文部省の企画も，出来るなら
スポーツはスポーツの自治，統制に一任して置き
たい。……だが，野球の久しき因習と各方面に蟠
まる実情は予測外に強く深く，容易にその目的が
達し得られなかった」と述べている。岸野・竹之
下〔１９５９， １７４-１７５〕。

６７） 立命館大学スポーツ強化センターが中心となり
２０１７年度より政策化されたSSP（Student Success 
Program）は，学生選手の学修上の躓きを早期に
見出し，正課授業へキャナライズするための学修
支援プログラムである。

６８） 「スポーツ嫌いは悪いことなのか？」『朝日新
聞』２０１７年６月１７日付。

６９） 西原〔２００７〕を参照。
７０） この点に関しては安田〔１９９４， ２４４-２５０〕。
７１） 竹内・吉崎〔２０１７〕第３章。
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Abstract : Japanese society seemed to be filled with a celebratory mood, looking forward to the convening 
of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. Under these circumstances, the Japan Sports Agency, 

established in 2015 as an extra-ministerial bureau of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology, announced a university sports policy centering on the establishment of a Japanese version of 

the NCAA (National Collegiate Athletic Association), in order to further promote sports in universities. The 

policy, which covers a broad range of issues, is intended to reform the conventional sporting activities 

conducted in Japanese universities so that university sports can play a role as a growth industry. Why has 

focus been placed on the commercialization of university sports at this particular time? To answer this 

question, it is necessary to consider university sports policy in a recursive and comprehensive manner by 

looking at all the leisure and sports policies integrated into national strategy, beyond the boundaries of 

conventional university sports. This paper explores what university sports ought to be in the future by 

shedding light on serious problems apparently obscured by days filled with jubilant anticipation.

Keywords : university sports, Japan Sports Agency, a Japanese version of NCAA (National Collegiate 
Athletic Association), neoliberalism, the Basic Act on Sports, the right to sports
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